
【 開館時間 】 ◎ 平日・土曜日：９：00 ～ 21：00 ◎ 日曜日・祝日：9：00 ～ 17：00

【 休  館  日 】 ◎ 年末年始（１２月２８日 ～ １月４日）

【 施設概要 】 ◎ バドミントン・フレッシュテニス・ビーチボール････６面

◎ バレーボール・バスケットボール････２面

◎ 卓球台１６台

【 利用上の注意 】

◎ 利用料金は、ご利用前にお支払いをお願いします。

◎ 運動できる服装と内履き・ラケット・ボール等を持参の上、ご利用ください。

◎ アリーナ内では、ふたのある容器（水筒やペットボトル等）で水分補給を行ってください。

　 なお、じゅうたんの上での飲食はご遠慮ください。

◎ 17時以降は、中学生以下の方のみでの利用はできません、保護者・指導者同伴のもと、ご利用ください。

◎ 館内でお子さまだけで遊ばせることのないようお願いします。

　 ※ 館内での遊具の利用は、ご遠慮ください。

◎ 終了時刻の５分前には、モップを掛け、速やかにコートを空けてください。

◎ 貴重品は、自己管理でお願いします。

【 利用料金 】（個人及び団体の場合）

● スポーツネットでの予約の場合

※ 予約するには「スポーツネット」への登録（無料）が必要となります。

※ 大会等で利用される場合は、裏面をご確認ください。

● 当日申し込みの場合

【 貸出スポーツ用具 】（1回2時間）

　(公財)富山市スポーツ協会

　2 0 0 0 年 体 育 館

　〒930-0955

　富山市天正寺1400番地

※ ドッジボールは小学生以下のみ貸出可
　TEL ：076 - 420 - 2000

【販売スポーツ用具 】 　FAX：076 - 420 - 1156

1個

金  額（円）

600

　高齢者（市内在住70歳以上）

種　目 単　位

バドミントン 1セット

卓　球 1セット

ドッジボール 1個

フレッシュテニス 1セット

バスケットボール 1個

バレーボール 1個

種　目 単　位

ビーチボール

令和5年7月現在

使  用  時  間  区  分  に  よ  る  金  額 （円）

　　　500　　
（バドミントン1面分）

1/2面 890　　 890　　 1,180　　 1,180　　 1,470　　 1,470　　
（バスケットボール1面分）

1/6面 300　　 300　　　　　400　　　　　400　　　　　500　　

団　体 　20人以上

単　位

2時間につき

金  額（円）

小人 70円券
高齢者

110　　　

9～11時 11～13時 13～15時 15～17時 17～19時 19～21時
種　別

内　容

ボール1個

ラケット4本ボール1個まで

ラケット4本シャトル1個まで

ラケット4本ボール1個まで

金  額（円）

100

　70　　　
　50　　　

1人あたり個人所定料金の80％に相当する額

　大　人（高校生以上）

個　人

種　別

　小　人（小学生及び中学生）

回数券

市外在住者 11枚つづり
1,100　　　

小人 70円券 640　　　

50円券
大人 110円券

11枚つづり
880　　　
510　　　
440　　　

市内在住者
大人 110円券

２０００年体育館 ご利用案内



【 利用料金 】（大会等の場合）

備考

1 　大会等で利用される場合は、使用申請書を提出してください。

2

3

【 附属設備 】

備考

1 　使用料は、9～11時、11～13時、13～15時、15～17時、17～19時、19～21時までを各1回とします。

2

（マイク・スタンド含む） 一　式

放送装置 単　位

超過料金(円)
(8時～9時)

アマチュアスポーツに使用
するとき

9時～11時 11時～13時 13時～15時 15時～17時 17時～19時 19時～21時

　使  用  時  間  区  分  に  よ  る  金  額 （円）　
種　　　　別

2,940 2,940 1,300

入場有料 3,530 3,530 4,710 4,710 5,890 5,890 2,590

入場無料 1,770 1,770

超過時間（円）(8時～9時)

280

14,710 14,710

2,350 2,350

6,470

入場有料 17,650 17,650 23,530 23,530 29,420 29,420 12,950

入場無料 8,820 8,820 11,760 11,760

　大会等の場合でその他の催しに使用するとき（入場有料の場合に限る。）は、この表に定める額の3倍に相当する
額になります。

その他の催しに使用すると
き

　施設の２分の1又は6分の1の部分を専用使用する場合は、この表に定める額のそれぞれ50パーセントまたは17
パーセントに相当する額になります。

　大会等の準備又は撤去のため大会等の開催日の前日又は翌日に使用する場合は、この表に定める額（備考2の適用
を受ける場合は、その適用後の額）の30パーセントに相当する額になります。

１回の使用料（円）

550


